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　　　Along　with　the　development　of　information　technologies，　transborder　data　flows　also　increases．

In　this　paper，　the　information　policies　of　OECD，　EC，　and　UNESCO　are　examined　to　clarify　pro－

blems　of　information　policies　in　terms　of　their　international　aspects．　The　method　used　here　is　to

trace　the　information　policies　of　OECD，　EC　and　UNESCO　through　publications　of　their　organiza－

tions　and　compare　the　three　by　the　main　problems　cited　in　IIA’s　lnformation　Policy　Handbook．

The　results　are　follows：

　　　i）　The　general　principles　of　t，he　information　policies　of　the　three　international　organizations

　　　　　　are　qiiite　different；　OECD　approaches　it　by　economic　influen．　cs　of　information　techno－

　　　　　　logies；　EC　emphasizes　the　interest　of　member　countries　as　opposed　to　the　U．　S．　and

　　　　　　Japan：　UNESCO　underlies　fair　information　flows　between　developing　countries　and　de－

　　　　　　veloped　countries．

　　　ii）　The　problem　of　new　information　technologies　is　common　in　the　three　organizations．

　　　　　　They　try　to　assess　the　potential　of　information　technologies　and　the　problems　produced

　　　　　　by　them．
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OECD，　EC，　UNESCOの情報政策書の比較

1．　情報政策の国際面

　70年代後半，80年代の情報政策は，急速な情報，通信

技術の発展により生じる諸問題の認識と，それへの対応

がポイントとなっている。マーク・ポラトは「情報経済

入門」のなかで，“情報政策は市場や非市場内での情報

技術（コンピュータや電気通信）の結合によって生ずる

問題に対処するものである”1）と情報政策を定義してい

る。ポラトは情報政策に関する議論は技術変化に深く根

ざしたものとし，特に，経済活動に深く関係している問

題に焦点をあてている。

　一口に情報政策と言っても，その対象とする情報の種

類，問題の捉え方には様々なものがある。米国IIA（In－

formation　Industry　Association）が1980年に刊行した

ハンドブック，Understanding　US　Information　Policy2）

では，米国でそれまでに様々な場で様々な人々により問

題とされた情報政策の主要な諸問題を9つの区分にまと

め，“infostructure”（米国の情報政策の内部構造を表現

する造語）を図化している（第1図）。9つの主要な区分と

は，情報技術が影響を及ぼす社会経済活動の様々な側面

を，類似した主題ごとに以下のようにまとめたものであ

る。The　technologies（情幸艮，通信技術を誰が何の目的

で使うか），Productivity（労働環境を改善し，生産性を

上げるために情報通信技術はなにができるか），Infor－

mation　Manegement（問題解決，意志決定のために情

Property Public

Technologies
Concepts Interests

Government’s Knowledge
Productivity

Role Centers

The Information
Intemationa1

：Future Management

　　　　　第1図　情報政策の9つの分類
（IIA，　Understanding　US　Information　Policyより）

報資源をどう利用するか），Property　Concept（情報生

産者，利用者の権利と義務はなにか），Government’s

Role　in　Marketplace（市場における政府の役割はなに

か），International　Participants（情報，通信技術，ハ

イテクノロジーの海外貿易で米国がどう効果的に対応で

きるか），Public　Interests　in　the　Information　Age

（一般市民の権利はどう守られるか），Kowledge　Cen－

ters（米国の＝豊富な知識センターをどう効果的にネット

ワーク化し，民間の；市場のニーズを満たすか），The

Future（技術の現状，新しい応用，政策の争点はどこ

にむかっているか）である。そして，この9つの区分全

体に共通した問題は，まず，情報政策の目標が完全に記

述，または一様に認識されているのではなく，ある問題

は隠され，またある問題は，まだ十分に成熟していない

こと，次に，情報に関わる人々の最も良い代表により適

切な時期に適切な場で情報問題が宣言されていないこ

と，最後に，情報問題を宣言する政策の必要性，程度，

レベル，相互関係について一般的な同意がほとんどない

とされている。そして，Infostructureの最終目標は，

政策論争の中の差異，重複を認識することを助け，情報

に関わる人々がより建設的な方法で論争に参加できるよ

うにすることであるとしている。

　この中のInternational　Participants（以下，国際参

加と訳す）に注目すると，その中心的な問題は，“情報

は経済力を持ち，情報を蓄積，処理，取り扱う能力は，

一つの国に政治的，技術的に有利さを与えると言ってい

いだろう”とし，6つの問題を上げている。すなわち，

プライバシー，通信規制の問題，開発途上国の問題貿

易の問題，ニューメディア，著作権，関連する知的所有

権の問題，その他の問題である。

　プライバシー問題に関しては，現在18ケ国がデータ保

護法をもっている。このことは，情報技術が国際間の依

存性を高めるかもしれないという世界的関心になってい

ることを示している。こうした法律は新しく，OECDや

CEC（Counsil　of　European　Commisiion）がガイドラ

インをつくっている。次に，通信規制の問題は，各国が

国益のために，国際通信を規制することから生じてい

る。開発途上国にとっては，先進国へのオンライン設置

費用が高くなりすぎるということもある。開発途上国

は，先進国への文化的隷属や先進国の出版物の流通の多

さを嫌い，また一方では先進国は開発途上国の情況に従

って情報製品や技術を共有することを好まない現状であ

る。貿易の問題は，各国政府の貿易規制が取引の障壁と
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なっている点で，これに対し，OECDやGATTが包

括的な解決やガイドラインの刊行を試みているが，サー

ビスの取引や，ニュ　一一スメディアについては扱われてい

ない。ニュ・’一二デュアについては，その影響力や可能性

についてどう対処していくかが問題である。著作権問題

も国内だけでなく，国際的にも重要となってきている。

それには図書，雑誌だけでなくソフトウェアなどの関連

する知的所有権も含まれる。越境データ通信を規制する

各国の法律が，データの世界流通の混乱の原因となり，情

報の流れを閉ざしてしまう。自国で情報を生み出す経済

的資源の乏しい国々には特に影響が大きく，先進国から

の援助と世界的な経済発展を求めている。OECD，　CE

（Counsil　of　Europe），　lntergovernmenntal　Bureau　for

Informatics，　UNなどが問題の解決に努めてきたが，

情報政策の国際面を討議するフォ・・一・・ラムもなく，利用者

の参加も保障されていない。

　この論文では，こうした国際的な情報政策の問題の展

開を見る一方法として，三つの国際機関の情報政策の経

過を辿っていく。

2．研　究　の　方　法

　情報活動を行なっている国際機関は数多くあるが，こ

こでは，特定の主題に限らない一般的な協力の目的で設

立され，且つ情報政策の活動が活発と思われる国際機関

として，国連のなかのUNESCO，そしてOECD，　ECの

三機関をとりあげた。まず，各機関の情報政策の方針を

掴むために，各機関が発行している年報やニュースレタ

ー，報告書類といった機関の刊行物から，機関の情報に

関する政策を推進している部門の活動を追跡することで

その情報政策を辿った。また，その間にまとめられた重

要な報告書の内容に触れた。次に，各機関の情報政策の

範囲を明らかにするために，各機関の刊行物の中で，情

報政策に関する活動の項目として挙げられているものを

洗いだし，それを前述のIIAの国際参加の項に挙げら

れた諸問題と対応させた表を作成し，さらにその表に基

づきレーダーチャートの形に図化した。最後に，各機関

の情報政策の特徴と背景，共通する情報問題について考

察した。

　各機関の刊行物で今回，利用したものは以下の通りで

ある。

　OECD　ICCP　（lnformation，　Computer，　Communi－

　　　　cation　Policy）シリーズ（1979－1985）

　EC　　EC　General　Report（197－1984），及び，　Offi一

　　　　cial　Journal　（1971－1985）

UNESCO　UNISIST　Newsletter（1973－1978）及び，

　　　　General　lnformation　Programme：　UNISI－

　　　　ST　Newsletter　（1979－1985）

以上の機関刊行物を利用した利点として考えられるの

は，各機関の活動が正確に知ることができることであ

る。逆に欠点として考えられるのは，活動の成果に対す

る評価が客観的，批判的には為されていないことであ

る。また，各機関の各々の活動の背景，要因となるもの

が，特に述べられていないので，その結果，本論文は，

そうした考察が推定でしかできないという限界を持って

いる。

3．OECD，　EC，　UNESCOの情報政策の方針

A．OECDの場合
　OECDの情報政策の方針は，新しい情報技術が経済活

動に及ぼす影響をどのように査定するかを研究すること

であり，また，法律的な面からも問題を明らかにし，加

盟国が情報政策を策定する際のガイドラインを与えるこ

とが最終目標となっている。プライバシー保護法につい

ては，1980年にガイドラインがまとめられた。

　OECDでは，コンピュータ活用グループ（Computer

Utilization　Group），科学技術情報グループ（Scienti丘c

Technical　Information　Group）が，通信，科学技術情

報に関係した研究，活動を従来行ない，OECD　Infor－

matics　Study，　National　Review　of　Scientific　and

Technical　Information　Policy，などの情報政策に関

する報告書を刊行してきた。1977年にコンピュータと通

信部門が一体化する構造の変化があり，情報，コンピュ

ータ，通信政策（lnformation，　Computer，　Commu：nica－

tion　Policy；ICCP）というグルー・プが新しく設立され

た。このグループはOECDの科学技術政策委員会（The

committiee　for　scientific　and　technological　policy）

の監督下に置かれている。（第2図参照）

　ICCPは新しい技術の進歩により，今まで別々に扱わ

れてきた分野を統合して，総合的な政策をとる必要がで

てきたとし，一般的な意味での情報の生産，収集，処

理，検索，伝達，利用に関する政策の方法と手段を研究

し，そして進んだコンピュータ技術，通信システム，サ

ービスと技術が経済，社会一般に与える衝撃の査定を行

なうとしている。このグループの活動の方針は，以下の

通りである。

　i．情報，コンピュータ通信の分野での様々な要素間
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首席代表会議 理事会 閣僚理事会

執行委員会

予算委員会 科学大臣会議

オーストラリア

オーストリア

ベルギー

カナダ

デンマーク

フィンランド

フランス

ドイツ連邦共和国

ギリシャ

アイスランド

アイルランド

イタリや

日本

ルクセンブルグ

オランダ

ニユージランド

ノルウェー

ポルトガル

スペイン

スウェーデン

スイス

トルコ

イギリス

アメリカ

科学技術政策委員会

　　（CSTP）

情報，コンピュータ

及び通信政策委員会

　　（ICCP）

越境データ流通専門家グループ

越境データ流通とプライバシー

保護専門家グループ

情報技術と省エネルギー

第2図　OECD情報政策関連機構　（外務省情報文化局「OECDと日本」より編集）

の相互関係の深まりについて国内，国際的発展を辿る。

　ii．この分野の発展を分析し，加盟国の政府の政策の

意味するところを，経済的，社会的，法律的立場から研

究する。

　iii．加盟国の国内，国際レベルの政策の発展を助け，

国内の政策策定について，適切な国際協力を考慮しなが

ら，ガイドラインを勧告する。

　また，具体的なプログラムとしては，次の問題を取り

上げている。

　a．越境データ流通。ICCPの下位グループであるデ

ータバンクパネルが法律の観点からすでに数年間，研究

している。

　b．情報部門の経済的な活動の分析。米国のポラトが

行なった分析方法を用いて加盟国の情報部門の分析を特

別エキスパートグループが行なう。

　c．加盟国の現在の組織構造と政策方法の概観の把

握。今後の勧告のための基礎として。

　d．開発途上国の問題。先進国の経験を分析し途上国

の助けとし，先進国の情報資源へのアクセス助ける。

　e．加盟国の情報産業の問題。中小企業の有用な知識

へのよりよいアクセス。

　f．パイロットスタディの助成金の要求。電子情報伝

達システム，著作権の問題。

　以上のプログラムの実行，成果がICCPの報告書シリ

ーズとして刊行されている。以下に，各報告書の概要を

まとめる。

ICCP　1「越境データの流れとプライバシ■一・…の保護」（19

79）　3）

　この報告書は，1977年9月20～23日にオーストリアの

ウィーンで開かれたシンポジウムの論文集である。シン

ポジウムのテーマは，データ処理産業と利用者の現状と

将来について，海外に保管されているデータの意味する

もの，国外にあるデe・一・・タの法律的保護と個人デe一…bタの倫

理問題などの国際的な問題であった。

ICCP　2「欧州における国際ネットワt・一一・クの利用」（1979）4）

　フランス，ドイツ，オランダ，ノルウェー，スペイン，

スウェーデンの出資により，英国のLogica研究所が欧

州の民間，公共の30のデータネヅトワークを調査した。

文献調査，アンケt・一一一・ト調査，インタビュー調査が行なわ

れた。この調査の中心的問題は，1）個人，企業データの

プライバシーと保護，特にプライバシーと保護の緩い基

準を持つ他国からのアクセス，2）国家間のデータ，資源

の共有により増大する国際間の依存性，3）ある国へのデ

ータの集中による，その他の国の経済的チャンスと能力

の減少，それが国家脅威とさえなること，であった。

ICCP　3「OECD地域でのデータネットワークの発展の

政策の意味」（1980）5）

　1978年9月13～15日にパリで行なわれた特別会議の
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会議録である。この会議の目標は，1）加盟国のデータネ

ヅトワークの設立，発展計画の提示，2）これらのネット

ワP一・一・クの運営と利用に関する経済的，法律的，組織的問

題，3）OECD全般のデータネットワーク政策の必要性の

考慮，4）OECDが適切な：問題設定を行なえる問題の解

決，であった。

ICCP　4「主要な国際機関の情報，コンピュータ，通信の

ハンドブック」（1980）6）

　48国際機関の情報活動の概要をまとめたハンドブック

である。各国際機関の名称，住所，目的，沿革，機構，

情報に関する活動，情報システム，刊行物などを紹介し

ている。

ICCP　5「マイクロエレクトロニクス，生産性，雇用」

（1981）7）

　1979年11月27～29日にパリで開かれた「マイクロエレ

クトロニクスが生産性と雇用に与える衝撃」のシンポジ

ウムの論文集である。その目標は，マイクロエレクトロ

ニクスが雇用に与える衝撃の現状と可能性についての様

々な研究を評価することであった。具体的なテーマとし

ては，1）急速な技術変化による衝撃，2）エレクトロニク

ス，通信と変化する市場構造，3）マイクロエレクトロニ

クスと通信の現場，4）変化に適応するための政策と経

験，5）総合的な分析と見通し，であり，米国，ドイツ，

デンv7・一一ク，ノルウェー，カナダ，日本，フィンランド

などからの調査結果が報告された。これらの調査が，こ

の問題全体を適切に把握しきったものではないとしなが

らも，調査全体に共通していることとして，情報製品，

サービスが雇用に与える影響は決定的であり，特に非熟

練女子労働は取ってかわられ，ある特定の業種の熟練と

能力はエレクトロニクスで代用されるだろうとし，情報

製品，サービスの成長は，1965～1975年に17～30％まで

増加していると報告している。

ICCP　6「情報活動，エレクトロニクス，通信技術の雇

用，成長，貿易への衝撃」（1981）8）

　米国のポラトによる情報産業の経済的分析方法を基礎

に，OECD加盟国，オe・一…ストリア，カナダ，フィンラン

ド，フランス，ドイツ，日本，スウェーデン，英国，米

国の雇用全体における情報部門の統計調査を実行した。

そこでは，情報技術が構造の変化に与える影響の査定を

試みた。

ICCP　7「マイクロエレクトロニクス，ロボット，仕事」

（1982）9）

　1971年10月19～21日にパリで開かれた第二回会議「情

報技術，生産，労働市場の意味するところ」の会議録で

ある。この会議の目標は，1）マイクロエレクトロニクス

に基づく技術，特に生産性と雇用に強調をおいた各国報

告とその分析，2）マイクロエレクトロニクスの応用の増

加とその社会的，経済的重要性の概観，を得ることであ

った。

ICCP　8「情報，通信技術における法律的問題の説明」

（1982）　iO）

　ICCPにより行なわれた2つの研究の報告書を含む。

前半は，情報技術の応用の法律的側面を扱い，後半は越

境データの流れに関する法律問題に集中している。

ICCP「情報技術におけるベンチャー・資本」（1985）11）

　ICCPがソフトウェア産業発展のプロジェクトの中で

まとめた報告書である。新しいソフトウェア企業の創造

におけるベンチャー資本の重要な役割が明らかにされ

た。さらにこれはソフトウェア産業だけに特定の現象で

はなく，情報技術に基づいて発展した産業やサービス全

体においても同じであることが明かにされ，文献として

まとめられた。

ICCP　「プライバシe…一・，個人情報の国際流通のガイドラ

イン」（1980）12）

　70年春からコンピュータ関連活動の規制とより一般的

な個人情報の保護へのアプローチがより一層取られるよ

うになってきた。各国のこの分野の規制には二つの傾向

があり，一つは伝統的なプライバシーの概念にのっとり，

特別な規制をしないものであり，もう一一つはより複雑な

相反な利益の調整のために，情報の自由とプライバシー

の間でバランスをとろうとするものである。しかし，そ

れらが現代のデータ処理の潜在能力を開発する際の障壁

となる。各国において，いわゆるプライバシー保護法

（privacy　protection　laws）として，調査研究が行なわ

れ，73年以降に法律化されてきた。各国のアプローチに

は共通点があり，たとえば，データ収集の基準を作り，

それに従って個人情報の収集に制限をおくこと，データ

の利用を明確な特定の目的に限ること，デP・一・タ更新のた

めの機構をつくること，プライバシー保護関連規制を決

定するグループの設置などである。しかし，各国の規制

は，法律の範囲，保護の強調される要素，詳細な事柄，

強化の機構などの点で異なる。微妙なデータの範囲はそ

れぞれに定義され，公開性や個人の参加の確立手段も様

々である。現行の法律が国際間の不調和の原因となって

いる。OECDでは，この問題を解決するために，エキス

パートグループがプライバシーの様々な側面を分析し，
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国際間の情報流通の一般的枠組を以下の様にまとめた。

1）　国際間の継続的でスムーズな情報の流れの必要性

2）　国益を危うくする法律違反や，市民の権利を侵害す

　るデータの流れを避ける各国の合法的な権利

3）公正な競争原理に基づく情報の経済的価値，データ

　取引保護の重要性

4）　データ所有侵害，個人情報誤用をふせぐ機構の設置

5）個人情報保護の核となるガイドラインに各国が参加

　する重要性

B．ECの場合

　ECの情報政策は，　EURONETの設立が出発点と考え

られる。欧州全域にわたるネットワーク設立による経済

的効率性，質の維持がそもそもの目的であったが，米国

の情報産業の欧州進出に伴い，次第に商品としての情報

製品と情報サービスの開発，EURONETの充実が目的

になってきている。

　1971年6月24日にEC閣僚理事会が，科学技術情報，

ドキュメンテーションに関する加盟国の間の調整，及

び，革新的な情報ドキュメンテーションネットワークの

確立の準備をはじめることを決定した。1972年忌Scien－

tific　and　Technical　lnformation　and　Documentation

Committee（STIDC）が欧州ネットワ・一クの設立とその

一部の活動に着手した。このプロジェクトに関連する主

要な三機関は，EC欧州議会，委員会，閣僚理事会，で

ある。CREST（the　Committee　for　Research　in　Sci－

ence　and　Technology）と　CIDST（the　Committee

for　Scientific　and　Technical　lnformation　and　Docu－

mentation）が加盟国の代表から構成され，議会と委員

会にアドバイスする責任を負う。CIDSTは，多くの小

委員会を持ち，ECの情報プログラムの技術的問題にア

ドバイスを与える責任を負う。（第3表参照）

　1975～77年は第一次行動計画の期間とされ，科学技術

情報の改良のためには，まず，適切な料金，良い品質の

通信ネットワークを開発することが必要であるとされ

た。EURONETに結合させる組織の企画，特に各国の

PTT（郵便，電信，電話公社）が，パケヅト交換の啓

予算決定権・管理

欧州議会

閣僚理事会

プログラム編成

モニター

CREST

EC委員会

CIDST

実行 管理

ギリシャ ベルギー デンマー フランス 西独
アイル

ランド
イタリア

ルクセン

ブルグ
オランダ イギリス

第3図　ECのEURONET行動計画推進の責任機関（OECD　ICCP　3　P．172より翻訳編集）
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発，通信，インターフェース適用のための機器とソフト

ウェアの標準化を促進した。また，避けることのできな

い言語問題の効果的な解決が模索された。

　1977年に初期計画の修正として，1978～80年の第二次

行動計画が発表された。その目的としては，EURONET

を実際に利用可能なネットワークにすること，情報市場

の開発，使用者の援助，情報サe一・…ビスの改善があげられ

た。欧州各国間の情報交換の改善のために，機械翻訳，

用語バンクの設立，多言語シソーラス編成，テキスト読

込をスピードアヅプするための技術の向上，システム設

立のため協力が決定された。欧州における研究結果を共

有し，産業に応用するために学界からの成果を求めた。

また，工業所有権の効果的な利用のために，特許情報の

国際ダイジェスト版の準備が決定され，WIPOとの協力

で合同出版されることとなった。

　欧州学界の出版活動と産業界とのつながりを強化する

ために，会議が開催され，grey　literature（灰色出版物

と訳す）の流通のためにネットワークを設立することが

決定した。また，欧州における研究（例えばJRC：Joint

Research　Commiittee）の促進とその研究成果の産業へ

の応用がすすめられ，1977年の市場調査がそのきっかけ

となった。1978年には，欧州における研究の成果として

の発明の利用は，1977年の倍に増加した。

　1979年にEURONETが開始した。情報と情報技術

の本質的な価値が認識された。デジタル，データ通信な

どの新しい技術が研究され，同時に，著作権などの法律

的な側面も認識されるようになる。

　EURONET－DIANEが1980年に公式に開始し，情報

産業への意識が高まった。ノウハウの効果的な利用と，

工業所有権と研究結果の伝播がよりよい結果を生んだ。

1981～1983年の第三次行動計画の準備がすすめられ，欧

州の製品の競争力をあげ，市場の断片化を避け，知識の

革新と伝播を奨励するために努力を調整する方針がとら

れた。新しい情報サービスの創造，新しい技術の利用，

インフォメーションブPt　一一カーなどの新しい職業の推奨

が進められた。

　1984年にEURONET－DIANEの拡大と開発が行なわ

れ，データベース，データバンク（米国で言うところの

ファクトデータベース）の数は約600あり，50のホスト

コンピュータ，5000人の利用者がいる。

　1984～1988年の第四次行動計画では，経済，社会の発

展のために，影響するすべての部門において専門情報市

場を発展させることが主眼である。そのための枠組とし

て，1）欧州の財政改革，特に中小企業のために金融ロー

ンシステムの設立，2）研究成果の効果的利用，があげら

れる。技術革新を容易にする機構を国境を越えて援助す

ることが重要とされる。

　ECの場合は，情報政策に関する研究報告書をまとめ

て刊行しているわけではなく，ここではECが情報に関

する政策として，どのような項目に力をそそいできたか

を，ECのGeneral　Report13），　Official　Journa114）の

記録からたどると，以下のような項目が挙げられる。

1）

2）

3）

4）

5）

Euronetの設立と発展

多言語プロジェクト

研究成果の伝達

工業所有権情報の整備

産業・技術革新

次に，各項門別に重要な発展を辿ると次のようになる。

1）EURONETの設立と発展
　1975年に科学技術情報ドキュメンテーション分野での

第一次計画がまとめられた。ECで共通の通信ネットワ

ークを利用すれば，各国別々のネットワークを作る費用

の1／8から1／10になるだろうとの考えではじめられ，委

員会の助成のもとでのEURONET設立について，各国

PTTの同意が得られた。その目的はECの利用者が迅

速に安く，アクセスできる科学技術情報ネヅトワークを

つくることであった。このシステムでは現行の文献シス

テムを構成要素とし，国際的な公共ネヅトワークを5～

10年の間につくる計画であった。パケット交換網を設立

することで，現行のドキュメンテーションシステム間の

通信が可能となり，データベe・一…ス設立の重複が避けら

れ，主要なデータベースを誰もが使えるようになり，そ

のメッシュデザインにより信頼度が保証され，連合的な

協力が続くと考られた。各国のPTTではEURONET
の要件に合わせるようにした各専門情報システムの発展

が必要である。その他に翻訳機械，標準化，専門スタヅ

フの養成，ソフトウェアシステムの研究が必要であった。

予算はネットワーク設立のために，300万u．a．（ECの通

貨），各専門情報の活動のために500万u．a．があてられ

た。

　この初期の計画に沿って各国PTTはパケット交換の

開発，通信，インターフェースのための機器とソフトウ

ェアの標準化をすすめた。初期計画は好意的に向かえら

れ，予想以上の20のコンピュータが参加することとなり，

それによりEURONETの完成が1979年まで延長され

た。利用者の使いやすさの研究から，共通のコマンドの
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開発がもたらされた。1977年には，ソフトウェアの企画

とハードウェアの設置がなされ，1980年には，異機種間

コンピュータ通信の問題が，訓練プロジェクト，ドキュ

メンテーション資料の供給，テスト機器により解決され

た。デジタル，データ通信などの新しい技術も研究され

た。1980年2月にEURONET一一DIANEが公式に開始し

た。加盟国の他に，スイス，スペイン，スウェーデン，

フィンランド，オーーストリア，ノルウェ・一一，ユーゴ

スラビア，ポルトガルも参加をしている。EURONET－

DIANEの北米への輸出，農場でのビデオテックスの実

験，文献の電子伝送などが試みられている。1985年末ま

でにはPTTネヅトワークによるネットワークの相互連

結にかわる。

2）多言語プロジェクト

　1975年忌EURONET設立計画と平行して，多言語機

構の体系的開発のための詳細なプログラムが組まれた。

専門用語，多言語シソーラス，機械翻訳の実験，オンラ

イン情報システムの共通コマンドの開発，専門家の訓練

と利用者教育に関してであった。1977年には，多言語ソ

フトウェアの開発がはじまり，食品技術についてのドイ

ツ語への翻訳プロジェクトが1978年に終了した。1980年

には，獣医学，食品技術，農業経営，社会学について四

力国語シソーラス（EUDISED）が出版された。1980年に

欧州機械翻訳システムプログラム（EUROTA）の設立が

提案された。また，用語バンク（EURODICAUTOM）

の更新，拡張，翻訳機械（SYSTRON）の開発が計画さ

れている。

3）　研究成果の伝達

　1976年に代表的な科学技術出版者との会合が開かれ，

1977年忌科学技術研究の成果を伝達する従来の三つの雑

誌，索引を一つにし，World　Trans　Indexを刊行し

た。1978年には，20以上の専門出版局の協力で250の文

献が出版され，EUROARTICLESが刊行された。また，

学界の出版活動とその他とをつなぐために，灰色出版物

伝播のためのネットワークの設立が提案され，実行がす

すめられている。研究成果の文献出版数は年々増加し，

EURONETでアクセスできるEUROABSTRACTSデ
P…一・ ^ベースも維持，更新されている。

4）　工業所有権情報の整備

　1976年に特許の詳細な情報を得るために，国際特許分

類システムと組み合わせて使える索引システムの導入が

研究されはじめた。また，特許状況，特許情報サe・・一・・ビス

も研究されはじめた。EC産業労働組合（UNICE）との

話し合いも行なわれた。WIPOとの合同事業で特許情報

を伝播する定；期刊行物World　Patent　Informationの

出版が1979年からはじめられた。エネルギー，放射性物

質，環境，資源に関するECの研究から産業と結び付く

発明が生まれた。

5）産業，技術革新

　1978年，産業，技術革新を促進するための各国政府の

合同会議が開かれ，共通の技術要件の定義が決定された。

また，地方政府による技術委員会（Standing　Technolo－

gical　Conference　of　Community　Local　Authority；

STCELA）が設立され，地方政府と産業とのコミュニケ

ーションの改良のために革新，市場統合，技術移転の分

野で進展がみられた。銀行家のためのシンポジウムが開

かれ，より安全に産業革新を財政援助することが推奨さ

れた。1981年からSTCELAが法人となり，　ECの産業

革新政策を確立するために，新しい技術を導入し，高い

リスクを伴う生産投資をすすめるような，税金その他の

システムの見直し，一般企業による新技術受け入れの研

究，新技術にとりくんでいる小企業のバヅクアップ機構

の準備，革新性に与えられる優先権などを研究してい

る。これを受けて，ベンチャー投資会社間の協力推進プ

ログラムが発展し，また，小，中企業にアドバイスをす

るEuropean　Association　of　Specialistが設立され

た。1983年には，技術革新移転の内部構i造を支える1983

～85年計画が会議で採択され，欧州ベンチャー投資協会

の設立，小，中企業の財政援助システムの実現可能性の

研究の推進が決定した。

　その他にECでは，情報市場の発展のために，専門

情報市場発展のための五年計画を採択し，また，加盟国

の情報交換の改良のためのINSIS（Interinstitutional

Network　of　Integrated　Services）の設立，出版業界

でのエレクトロニクスの利用を刺激するためのDOCDEL

（Electronic　Document　Delivery　Program）のための

実験，全文テキスト移送費用の減少のためのデジタル通

信システム（APOLLO）の準備をはじめている。

C．UNESCOの場合
　UNESCOは情報政策に関する活動だけでも，　UNIDO

やIBIなど国連内外の国際機関と合同で幅広い活動を

行なっているが，ここでは，ICSU（国際学術会議）と

の’協力で始められたUNISIST（Intergovernmental

Programme　for　Cooperation　in　the　field　of　Scienti－

fic　and　Technological　Information）の活動に焦点を

あてる。ここで主として利用した資料は，UNISIST
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第1表　OECD，　EC，　UNESCOの情報政策関連活動の略年表

OECD EC UNESCO
1965 通信、コンピュータ、情報の分野 1965

の活動がはじまる。

　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

P966　1日目ormation　Policy　Group（IPG）
｝ 一

『1966
が設立される。

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噂

一1967 噌一

P967

1968一
｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

ノ

『1968

一
噌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿

1969 Computer　Utilization　Group 一1969
（CUG）が設立される。

　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

P970　データ通信の急速な発展により 一　1970

IPGとCUGの統合の必要性が認識
される。

1971一 ｝閣僚理事会が情報・ドキュメンテー 一UNISIST世界科学情報システム 一　1971

ション活動の調整，革新的な 実現可能性研究報告書刊行
ネットワーク設立を決定する。

1972 一 一科学技術情報ドキュメンテーション 『ユネスコ第17回総会で，UNISIST 一1972
委員会がネットワーク設立，その部 Steering　Committeeが設立される。

1973q
昂

　UNISIST　Steering　Committee第1『　　　　　　　　　　　回会合　UNISISTシソーラスガイドライン

噌1973

〃　ISDSガイドライン
＿UNISIST　News　letter刊行

1974矧 UNISIST諮問委員会第1回会合 一1974

UNESCOとECの合同会議
「情報政策の目標」刊行

｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿

1975 コンピュータ、通信政策会議，IPG 1975～77年第一行動計画。 UNISIST　1975～80年中期計画 1975

とCUGの統合が提案される。 UNISIST機械可読書誌記述
レファレンスマニュアル刊行

　　一P976 一EC言語間での情報交換のための
｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

tNISISTがUNESCOのGENERAL ・1976

エキスパート委員会。 INFORMATION　PROGRAM（GIP）の枠内で推進されることが決定。

　　隔P977 ﾈ学技術政策委員会（CSTP）の下に 一嵩言語プロジェクト，多言語ソフト　一 GIP第1回国際会合
’一 P977

情報・電算機及び通信政策委員会 ウェアの開発が着手される。
（ICCP）が設立される。

1978『 一1978～80年第二行動計画 『現代の技術と情報政策第3回会合 一　1978

各国PTTは共通の低関税率を認可

1979｝ hCCP　1干ljそテ　　　　　　　　　　　　　　　一 EURONET開始 一UNISIST　H国際会議録刊行 一一

P979
ICCP　2　〃

1980｝ hCCP　3干ljそテ 一EURONET－DIANE公式開始 一UNESCO，「INFORMATICS」刊行 一1980
ICCP　4　〃 越境データの流れについての世界会
OECDプライバシー保護越境データ 議第1回UAP会議

198・一 hCCP　5刊行　のガイドライン

@　　ICCP　6　〃

n981～83年第三行動計画
､究結果利用促進のためのシンポ

@ジウム

｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　剛P981～83年GIP中期計画 謄1981

1982－hCCP　7刊行 一EC産業革新戦略がまとめられる。 一GIP，UNSIST「衛星通信の利用」刊行一一1982

　　一P9831CCP　8刊行 一1983～85年技術移転の内部構造 ｝第1回用語セミナー開催 一1983
開発計画
欧州ベンチャー資本設立

　　一P984 ｝　1984～88年第四行動計画　　　　　　　　　　　　　　　　　噌GIP，UNISIST「用語マニュアル」刊行一1984馳
W準多言語シソーラスのEUDISEDと　　　　　　　　　　　　　　　　　　1984～88年GIP中期計画

EUROVOCが完成
　　幽P9851CCP「ベンチャー資本」（1985） ｝ESPRITプロジェクト開始 一情報政策国際会議 噌1985噛

一一
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Newsletter15）とGeneral　information　programme：

UNISIST　Nesletter16）である。

　UNISISTの情報政策の方針は，世界科学情報システ

ムの実現を基本原理としている。その前提として人的資

源の開発，情報活動のための各種のガイドラインの刊行，

用語の研究，各分野の情報システムや情報センターの設

立などの，情報流通の為の標準や規格の設定，環境の整

備が推進されている。UNESCOのメン／9　．一国の過半数

が開発途上国であるため，当初から特定の途上国の情報

政策策定プロジェクトなど開発途上国への援助が多く，

特に，1984年12月に米国がUNESCOを脱退するころか

ら，後に述べる1984～1988年の中期計画のUNISINTの

方針の中でも見られるように，途上国の立場や利益が前

面に押し出されてくる。しかし，世界科学情報システム

が目標である以上，情報の流通の平等性を確保するため

には，まず第一一に，途上国内の情報流通環境の整備の援

助が必要であろう。

　1966年の第14回UNESCO総会の決議2．222と1968年の

第15回総会の決議2．151により，世界学術情報システム

（UNISIST）の設立と実現可能性を国際学術会議（ICSU）

と共同で調査し，完成してゆく権限がユネスコ事務総局

に与えられた。この実現調査をすすめるためにユネスコ

／ICSU中央委員会が1967年に設けられ，その結果が

1971年にUNISIST：Study　Report　on　the　Feasibility

of　a　World　Science　Information　System17）として刊

行された。この報告書では，科学技術情報の伝達につい

ての社会の責任，研究の歴史的背景，科学情報サービス

の範囲と目的，現在の情報システムの機能と傾向，その

欠点の解決方法としての世界的科学情報システム，技術

の発展，情報政策，開発途上国との協力，UNISISTの

組織，UNISISTの実現可能性と初期計画について述べ

られている。UNISISTプロジェクトには次の五つの目

標がある。

　1）　システム間を連結するツールの改善に努める。

　2）図書館，抄録・索引サービス，情報センターとい

った情報伝達連鎖の機構成分の作業を改善し，機能を強

化していく。

　3）　将来の情報ネットワークの企画，運営に不可欠な

人的資源の開発に努める。

　4）　システムの相互連結や協力の発展のための最適な

経済的，政治的環境を整えることに諸政府とともに努め

る。

　5）発展途上国に対し，それらの国々が科学情報の最

小限の基盤を開発するのを助け，他の国連諸機構と’協力

してパイロットプロジェクトを展開してゆくことで援助

する。

　そしてこれに基づく22のプロジェクトを勧告している

（第2表参照）。UNISISTプログラムの計画の監督責任

を持つのは，UNISIST　Steering　Commiitteeであり，

これは1973－74年の総会で選ばれたユネスコ加盟国18国

の代表から構成された。第一回Steering　Commiittee

は，1973年に開かれ，現行プログラム，優先プロジェク

トの吟味，1975－80年の中期計画，加盟国の援助活動の

提案，他の機関からの協力，が議題であった。1975～80年

中期計画は，1973一一一74年の活動の継続であり，UNESCO

　　　　　　　第2表UNISISTの勧告

（世界科学情報システム実現可能性についての調査報告
書より）

勧告　1　情報源の調査

勧告2　標準化，書誌

勧告3　科学雑誌の世界的登録

勧告4　主題の明細書

勧告5　標準化：システムの観点

勧告6　電気通信

勧告7　図書館の内部構造

勧告8　基本資料サービス機関の強化

システム間を連結する

諸ツール

勧告9　情報分析センター

勧告10　数値的データセンター

勧告11　科学雑誌編集者の責任

勧告12　科学者の参加

勧告13　人的資源の開発

勧告14　情報科学における研究

勧告15　国家の科学情報機関

勧告16　サービスのネットワーク化

情報サービスの有効性

勧告17　情報伝達ネットワーク

勧告18　価格政策

勧告19　行政上の障害

勧告20　発展途上国，情報の内部構造

勧告21　発展途上国とUNISISTとの連結

勧告22　UNISISTの経営

制度上の環境
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の活動が必要な問題領域，つまり，資源としての情報の

伝播，個人のプライバシーと一般の知識，世界情報資源

への技術的アクセスをどう確立するか，不完全な情報の

流れをどう改善するかがテーマであった。また，1974年

には，UNJSIST　Advisory　Commiitteeの第一回会合

が開れた。この委員会はUNISISTの長期計画とその

実行をアドバイスするためのもので，16人のメンバー

は，科学技術情報の専門家，生産者，利用者などであっ

た。また，教育・訓練のアドホック委員会，その他の特

定問題の委員会が準備されている。

　UNISISTは本来，科学技術情報を対象としたもので

あったが，1975年にはプログラムを社会科学にまで拡張

する方針が，第二回Advisory　Commiitteeで論議さ

れた。また，1977－82年の中期計画が考慮され，四ツの

目標がたてられた。1）情報政策計画の公式化，2）方法，

ノルム，標準の確立と応用，3）情報基礎構造の開発，4）

専門家，利用者の訓練と教育であった。

ユネスコ些事：務局長

　研究計画担当

報告

　政府間会議

（30ケ国代表から成る）

監督

General　Information　Programme部門
iかってのUNISIST：科学技術情報ドキュメンテーション

ﾆ，ドキュメンテーション・図書館・古文書の活動を統合）

運営部門
一一

方ノ

@ル
_ム
ﾌと
､標
?準
ｻ

統轄部門

プ評
ﾕ年
復Wき嚢

専門琴利用者教育

第4図　ユネスコUNISIS，　GIP関連責任部門の組織構造

（Jacques　Tocatlian，“lnforwation　for　developwent”

UJISLAA　3（3），1981より）

　1976年に第19回ユネスコ総会で科学技術情報，ドキュ

メンテーション，図書館，資料の分野の編成の活動を統

合するGerenal　Information　Programmeが提案さ

れた。UNISISTで提案され，実行されたプログラム

は，その名を残しながら，GIPと合体することになっ

た（第4図参照）。GIPは国連機関，　UNESCOの情報

システムの概念的な枠組を与えるものとなった。UNIS－

ISTの成果は大きく，　ISDS（Internationa1　Serials

Data　Systems），　BSO　（Broad　System　of　Ordering）

実現のための研究INFOTERM（lnternational　Infor－

mation　Centre　Terminology）の設立，　SPINES（Se－

ience　and　Technology　Polisies　lnformation　Exch－

ange　System），　DEVSIS　（経済・社会発展の分野の国際

的な情報交換システム），DARE（Data　Retrieval　Sys－

tem　for　the　Social　Science），など新しいシステムの

設立，機械可読書誌記述レファレンスマニュアル，科学

技術情報ドキュメンテーション・ハンドブック，科学技

術情報利用者の教育訓練マニュアル，また，各種ガイド

ラインとして，単一言語シソーラス開発・発展のための

ガイドライン，情報政策の目標の設定，国家的科学技術

情報システム計画のガイドライン（案），訓練コースの評

価のためのガイドライン，情報システム，サービス評価

のためのガイドライン，学位論文の準備，提示のガイド

ラインの刊行があげられる。

　1978年には，第三回の技術情報政策についての会議が

開かれ，新しい情報技術の重要性と役割，その利用に伴

う問題の認識，将来が論議された。1979年にUNUSIST

II　（lntergovernmental　Conference　on　Scientific　and

Technological　Information　for　Development）が開催

され，その報告書18）が刊行された。その議題は，1971年

のUNISISTからの発展のレビュー・，科学技術情報の流

れと利用，及び発展におけるその役割，国内，地域，国

際レベルでの将来の活動戦略であった。

　1980年に越境データ流通政策についての世界会議が開

催され，1）越境データ流通規制の各国例，2）データ流通

プログラムの調査と各国間の調和のためのプログラム，

3）途上国と先進国のデータ利用者，通信システム，サー

ビス供給者の見解と位置づけが報告された。

　1982～83年から，先進国，特に米国，英国と開発途上国

の間の方針や利益の衝突が，UNESCOの場で次第に顕

著になり，1984年に米国が，85年に英国が，UNESCO

を脱退する。この事実を反映して，1984～88年の中期計

画では，科学技術情報の重要さとそれが社会のバランス
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のとれた発展に影響すること，情報，知識，データの満

足のいくような流通が強調され，開発国と先進国との間

の差異をなくすことが必要であることが提案された。科

学技術情報の交換が知識の前進，科学技術の発展の為に

必要であり，情報が増大するなかで各国の情報の収集，

処理，蓄積，伝播能力の拡大が必要であるとされた。ま

た，基本構造について，より集中的な情報の利用の促進

をサービス，システムの充実によりすすめることが提案

された。

UNISISTがGIPに再編成されてからの成果として

は，POPINES（International　Population　Information

System），　ARKISYST　（lnternational　lnformation　Sy－

stem　for　Architecuture），　COMNET　（lnternational

Network　of　Centers　for　Documentation　on　Comm－

unication　Research　and　Policies），　ISORID　（lnterna－

tional　lnformation　System　on　Research　in　Docu－

mentation），　ASFIS　（Aquatic　Sciences　and　Fisheries

Information　System），　IDNAC　（lnterntioal　Data　Bank

for　the　Non－aligned　Countries），　ASTINFO（アジア，

太平洋地域での科学技術情報，経験の交換のためのネッ

トワーク）などの新らしいシステムの設立，UAP（Uni－

versa1　Availability　of　Publication），共通コミュニケ

e…一・ Vョン様式の開発，各種訓練，会議の開備，また，各

種ガイドラインとして，出版シリーズ提示のガイドライ

ン，多言語シソe・・一・・ラス設立・発展のためのガイドライ

ン，国家の情報政策：範囲の策定，強化のガイドライン，

開発計画のためのデータサービスの確立のガイドライン

の刊行などがあげられる。これらのガイドラインは，各

国の情報流通環境を整備する目的の為に設定されたが，

基本的な考え方や方針については，各国，特に開発途上

国がこれを参考にしているが，先進国がどれだけこれら

のガイドラインに沿っているかは，各々の国の事情を考

慮しなければならない。

4．OECD，　EC，　UNESCOの情報政策の範囲の比較

　前節で，OECD，　EC，　UNESCOの三機関の情報政策

第3表　IIA分類とOECD，　EC，　UNESCOの情報政策の対応表（米は特に力をいれているもの）

IIA OECD EC UNESCO

プライバシーの問題 プライバシーの保護＊ 個人のプライバシー

通信規則の問題 越境データ流通＊

開発途上国への情報流通

越境データ流通政策

開発途上国の問題 開発途上国への情報流通＊

貿易の問題 情報産業の育成 産業技術革新＊

工業所有権情報の整備

ニューメディアの問題 情報技術が社会に与える＊ 新しい情報技術を用いた 情報技術の役割と問題

衝激

著作権についてのパイロット＊

情報伝達システム

著作権の問題 著作権の訓練コース

スタディ

関連する知的所有権の問題

その他 情報部門の経済的分析 Euronet設立・発展＊ 人的資源の開発＊

多言語プロジェクト

研究成果の伝達

標準化

用語研究

各種ガイドライン刊行

システム間のネットワーク化
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の方針を搦むために，活動の概要を辿ったが，それを基

に，本節では，第一節で述べたように，IIAの情報政策

のハンドブックを参考にして，三機関の刊行物の中から

情報政策の活動の項目を洗いだし，IIAの情報政策のハ

ンドブックを参考にして，比較を行なった。前述の通り

に9つの情報政策の主要問題のうち，国際参加の問題と

して揚げられているのは，プライバシー，通信規制，開

発途上国の問題，貿易，産業の問題，ニューメディアの

問題，著作権，関連する知的所有権の問題，その他であ

る。これらの問題に対応する情報政策活動を，各機関が

行なっているかどうかを検討し，各機関の活動の項目が

各々IIAの項目のどれに当たるか振り分けた。この9

つの問題は，本来，米国が国際情報市場に対応する時の

問題として列挙されたものであるが，コンピュータ産

業，データベース作成，など世界の情報産業を圧倒的に

リードしてきた米国の直面する問題は一つの先進的な例

であり，他の機関にも共通する問題とみなし，ここで参

考にすることとした。

　この比較を表にまとめると第3表のようになる。ま

た，この表の項目に基づき，視覚化したレe・・一・・ダt・一一・・チャー

トの形にすると第5図のようになる。

　各機関の設立目的，加盟国のメンバー，規模における

違いを反映して，各々の情報政策の重点にも特徴が見ら

れる。まず，OECDではIIAの項目に揚げられた問題

のほとんどを取り扱っているが，関連する知的所有権に

ついては余り活動がない。また，IIAの項目に無いもの

として，情報部門の経済的分析を行なっている。特に，

今までのところ力をいれてきた問題は，OECDの機構図

を見てもわかるように，プライバシー情報の保護と越境

データ流通規制問題である。この問題については，国際

会議の開催等の討議だけでなく，法律的観点からの問題

の明確化，ガイドラインの作成が実行されている。また，

機関の性質上，経済的観点が強く，加盟国の情報部門の

経済的分析をポラトの方法を基礎に実施し，この研究は

論議を呼ぶ先駆的なものであった。また，新しい情報技

術の雇用への影響についても会議が開催され，ICCP以

外でも半導体産業の実態調査を行なうなど，革新的な新

技術の社会への影響の査定が模索されている。一方，著

作権，その他の知的所有権の観点からの活動はまだ多く

ない。

　次に，ECの活動としては，　IIAにあげられた項目と

直接に対応するものは，貿易，産業の問題だけであり，

機関の目的を反映して，欧州の産業の発展の為の活動と

いう目的に集約できる。貿易，産業の問題に対応するも

のとして，産業技術革新の促進，工業所有権情報の整

備，があげられる。また，IIAの分類にないものとして，

EURONETの設立，発展，多言語ツP－y一ルの開発，研究

成果の伝播がある。EURONETは，欧州における情報

交換の整備，経済化のために，多言語ツールは欧州の特

定事情である言語の多様性の解決のために，研究成果の

伝播は学問的成果をもっと産業に結びつけ，欧州の産業

の振興のために推進されているものである。EURONET

設立にさいし，米国製デーータベr…一・一ス利用料金を欧州では

高くし，EURONET－DIANEの利用増加を助けるよう

貿易

プライ

バシー

通信規則 　　　ニユーメディア

[

l　　　l　　　，

^　一　　　　　　　　欄

一　　　　関連する

@　　　　知的所有権
その他 開発途上国

〈OECD＞

（第3表に基づいて，

　　　　　　　　　　　〈EC＞　〈UNESCO＞
　第5図　OECD，　EC，　UNESCOの情報政策の特徴
1項目につき点，米印のものは2点として，レーダーチャートの形にしたもの）
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な手段がとられた。ECは欧州各国間の情報流通の整備，

促進を確かに行なっているが，それは各国間の利益の調

停よりも，欧州以外の先進国との情報産業競争に対応す

るための手段としてとられている。情報の公共性の立場

よりは，情報の商品性の観点からの情報政策と考えられ

る。

　最後にUNESCOでは，非常に幅広い活動が行なわ

れ，IIAの項目にある問題はすべて取り扱われ，それ以

上に多くの活動が進められている。すなわち，世界の情

報流通の整備改良の観点から，各種標準化の促進，シス

テム間のネットワーク化に伴う技術的問題の解決のため

の研究，人的資源開発のためのセミナー等の開催，用語

の研究，各種ガイドラインの刊行，特定地域の情報政策

の策定の補助，情報システムの開発補助などがあげられ

る。その他にも他の国連内外の国際機関との’協力で情報

活動を行なっている。IIAの項目に対応する活動のなか

で，UNESCOが力を入れているのは，発展途上国の問

題であろう。加盟国メンバーの構成が前述の二機関とは

異なり，先進国は全体の一割で発展途上国が半分以上を

占めている背景があり，開発途上国の利益が，初期の頃

からより考慮されている。他に，個人のプライバシー，越

境データ流通，新情報技術の役割と衝撃，著作権の訓練

コースなどについて世界会議を開催し，幅広く討議して

いる。その根底を流れるものは，UNISISTの初期の理

念である世界情報システムの実現と考えられ，先進国と

途上国において認められる情報の入手のしゃすさの差が

また産業貿易における発展の遅れの原因となると指摘さ

れている。こうした情報の公共性の観点からUNESCO

の情報政策は推進され，人的資源の教育訓練，情報関連

活動のための各種ガイドラインの刊行など，教育的活

動，各国の情報政策等の推進のための枠組の設定に，力

がいれられている。

5．考 察

　本研究で対象とした三機関は，国際的な情報政策に影

響力のある国際機関とみなして，選んだものである。も

ちろん，この三機関のほかにも大きな影響力を持り国際

機関はあり，たとえぽ，通信の分野では国際電気通信連

合（ITU），世界通信衛星機構著作権（INTELSAT），の

分野では世界知的所有権機構（WIPO），郵便分野では世

界郵便連合（UPU）などの活動を考えないわけにはいか

ない。しかし，ここでは，こうした専門分野をもつ国際

機関ではなく，より一般的目的で設立された国際機関の

情報政策に限定した。

　この三機関の情報政策を辿ると，それぞれに機関の目

的を反映して，観点が異なる。OECDは新しい情報技術

が経済，雇用に与える問題の重要さの点から，ECは欧

州の発展のために活用される情報の商品的価値の点か

ら，ECそしてUNESCOは世界に平等な情報流通を確

立するという情報の公共性の点から，情報政策を進めて

いる。しかし，三機関ともに共通した問題として取り上

げているのは，新しい情報技術がどう活用され，社会，

経済にどんな影響をあたえるのかということである。こ

れについてOECDでは現状調査の方法で，　ECでは新シ

ステムの設立やESPRITプロジェクトなどによる研究

奨励のかたちで，UNESOでは各国の情報生産者，利用

者等による会議開催のかたちで，それぞれに対応してい

る。こうした国際機関の役割は，利益の異なる各国の活

動，法律の矛盾点を認め，一方で新しい情報技術の可能

性をできるだけ広げる方向を堅持しながら，そうした争

点の調停，解決のための枠組を，協定などのかたちで設

定していくことであろう。
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